
令和３年１１月策定 

 

１ 趣旨                                 

 この計画は、「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」の個別計画として、次世代自動

車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車）の導入のために必要な事

項を定めるものとします。 

 

２ 対象                                 

 この計画の対象とする自動車は、知事部局、議会事務局、教育委員会事務局及び教育施設、

人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局で所管する道路運送車両法（昭和

26 年法律第 185 号）第３条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とします。（２

輪車及び特殊用途車を除く。） 

 

３ 公用車への次世代自動車の導入方針 ※岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画１４ページ抜粋 

 

 

 

  

・県公用車のうち全乗用車を、車両の更新時期に合わせ２０３０年度（令和１２年 

度）までに電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）又は 

燃料電池自動車（ＦＣＶ）に更新する。 

・乗用車以外（小型貨物車、バス、トラック等）は、対応車種の次世代自動車が 

導入可能となり次第、順次転換する。 

それまでに更新時期を迎える場合は、「岐阜県環境物品等調達方針」に基づき 

ハイブリッド自動車（ＨＶ）を導入する。 



４ 次世代自動車調達基準                             

 

乗用車 〇小型・普通乗用車については、車両の更新時期に合わせ、原則ＥＶに

更新する。 

〇ＦＣＶについては、原則現行車と同等価格の場合に更新対象とする。 

〇業務上、求める仕様を満たす車種がＥＶにない場合はＰＨＶとする。 

〇業務上、求める仕様を満たす車種がＰＨＶにないＨＶも可とする。 

〇軽乗用車については、次世代自動車が導入可能となり次第、順次転換す

る。それまでに更新時期を迎える場合はＨＶを導入する。 

乗用車以外 

 

〇乗用車以外は、対応車種の次世代自動車が導入可能となり次第、順次

転換する。それまでに更新時期を迎える場合はＨＶを導入する。（「岐

阜県環境物品等調達方針」に基づき） 

充電設備 〇ＥＶを導入する所属は、原則、１台につき１基普通充電器を導入する。 

〇公用車を多く所有する施設については、充電器設置計画を個別に検討

する。 

 

 

ＦＣＶに関する 

特記事項 

○本県における水素社会の実現に向けた野心的な取組み及び災害時のレ

ジリエンス強化として、県庁舎の更新対象車の概ね半数と各県事務所に

１台ずつＦＣＶを導入し、ＦＣＶを通じた水素技術に関する県全体での

認知度向上と理解促進を図る。ただし県事務所への導入にあたっては、

各圏域の水素ステーションの整備状況を踏まえる。 



別表 次世代自動車の調達の予定                                              

 

小型・普通乗用車 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032～ 計 

EV 0 1 3 4 6 7 2 5 7 8 0 3 46 

PHV 0 2 5 5 4 2 3 4 6 2 4 1 38 

FCV 3 1 0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 15 

HV 7 6 10 3 3 2 1 5 3 2 1 0 43 

ガソリン・軽油車 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13 

計 21 10 18 12 17 15 6 15 17 13 5 6 155 

 

軽乗用車 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032～ 計 

EV 0 0 9 10 5 6 4 4 5 13 12 3 71 

HV 1 9 2 1 1 1 2 0 5 3 0 0 25 

ガソリン・軽油車 5 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 9 

計 6 9 11 11 6 8 6 5 12 16 12 3 105 

 

乗用車以外 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032～ 計 

HV 0 14 23 35 27 24 29 23 18 32 5 4 234 

ガソリン・軽油車 27 19 27 16 21 28 10 26 26 26 26 11 263 

計 27 33 50 51 48 52 39 49 44 58 31 15 497 

 

  



対象車種の合計 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032～ 計 

EV 0 1 12 14 11 13 6 9 12 21 12 6 117 

PHV 0 2 5 5 4 2 3 4 6 2 4 1 38 

FCV 3 1 0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 15 

HV 8 29 35 39 31 27 32 28 26 37 6 4 302 

ガソリン・軽油車 43 19 27 16 21 29 10 28 29 26 26 11 285 

計 54 52 79 74 71 75 51 69 73 87 48 24 757 

 

 


